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列番 商号又は名称 委任先 所    在    地 通知日

1 株式会社錢高組 神戸支店 神戸市中央区北長狭通４丁目９－２６ R4.9.28 R4.9.28 ～ R5.3.27 6か月 指名停止基準附則2･3⑶
公契約関係競売入
札妨害容疑のため

2 株式会社淺沼組 神戸支店 神戸市中央区八幡通３丁目１－１４ R4.9.28 R4.9.28 ～ R5.3.27 6か月 指名停止基準附則2･3⑷
公契約関係競売入
札妨害容疑のため

3 水道機工株式会社 大阪支店 大阪府吹田市江坂町１丁目２３番２６号 R5.3.31 R5.3.31 ～ R5.6.30 3か月 指名停止基準附則2･6⑵ｴ
建設業法違反行為
のため

4 株式会社水機テクノス 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号 R5.3.31 R5.3.31 ～ R5.6.30 3か月 指名停止基準附則2･6⑵ｴ
建設業法違反行為
のため
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